
まちづくり条例は、まちづくりの担い手である市民等、市及び議会が共有

する、基本的なルールです。 

茂原市まちづくり条例は、前文と 8つの章にわたる 33の条文で構成され

ています。 

知恵を出し合い、力を合わせて、豊かで持続可能な地域社会を築き上げ、

すべての市民が住んで良かったと思えるまち「茂原」を目指しましょう！ 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 市民等は、知る権利、参加する

権利を有しています。 

 市民等は、まちづくりの 

主体として、積極的に 

参加するよう努めます。 

 市長は、市の代表者として、市

民の負託に応え、公正かつ誠実

に行政運営に当たります。 

 職員は、全体の奉仕者として、

誠実かつ効率的に職務に当た

ります。 

 議会は、市民の代表による意思

決定機関であることから、調

査、研究、立法活動を行います。 

 議員は、市民等との対話を心が

け、公正かつ誠実に職務を遂行

します。 

市民等、市及び議会が、それぞれ

の役割を果たしながら、連携、協

力して、「住んで良かったと思える

まち」の実現を目指します。 

 
 市及び議会は、市民等と情報

を共有します 

 市及び議会は、市政に関する

情報を適正に公開します。 

 市及び議会は、市政について

分かりやすく説明します。 

 市民等、市及び議会は、それ

ぞれの役割を認識し、十分な

協議を経て、連携、協力して

まちづくりに取り組みます。 

 市及び議会は、市民等が参加

しやすい多様な機会を提供

します。 

 市民等は、自治会やボランテ

ィア団体等の地域コミュニ

ティに積極的に参加します。 

 市民は、地域単位で地域まち

づくり協議会を設置するこ

とができます。 

※条文は簡略化して掲載しており、一部表現が異なります。 

※市民並びに市内に通勤、

通学する個人及び市内にお

いて事業又は活動を行う個

人又は法人その他の団体 

土 

※詳細が決まり次第、お知らせします。 

施行日：平成 28年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 


